R7.3.31時点
体制届等の提出に当たっての留意事項別紙

≪全事業所共通≫
１　郵送ではなく、LOGOフォームから申請をお願いします。
２　LOGOフォームにて申請を行う際、原本提出が求められるもの（実務経験証明書、就労証明書等）は紙媒体で福祉基盤課へ提出してください。その際、宛所不明防止のため、必ず「法人名、事業所名、事業所番号、サービスの種類、LOGOフォーム申請日」の情報を記載した用紙（メモでも可）を添えてください。
３　事業所にて、LOGOフォームにて申請を行った届出書類一式は保管してください。受付けた書類の返却は不可です。
４　年度当初の提出期限までに体制届等の申請がない場合、基本報酬については最も低い区分、届出が必要な加算は算定しないものとして取扱います。また、書類の不備（特に別紙１体制等状況一覧表のLOGOフォーム上の申請がない）場合も同様に取扱いますので、不備の無いよう提出をお願いします。
５　体制届はサービス種類ごとにすべての書類の申請が必要です。
６　体制届の審査に時間を要するため、体制届に不備等があった場合についても、４月以降の報酬算定は、届出のあった区分及び加算で取扱うこととします。ただし、審査及び事後調査等により、届出時点において要件に合致していないことが判明した場合は、過誤調整等を行っていただきますのでご承知おきください。
７　管理者やサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の変更があった場合は、変更届出書に添付資料を添えて提出する必要があります。体制届で管理者等の変更を届出することはできませんので、ご注意ください。変更届出書の手続きについては、以下をご覧ください。
障害福祉情報サービスかながわ＞書式ライブラリ＞４．相模原市からのお知らせ＞６．変更・休止・廃止の届出

≪障害児通所支援事業所及び障害児入所施設≫
１　児童指導員及び保育士等（サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者を除く）の職種ごとに資格要件を証明する書類（実務経験証明書、資格証の写し等）を必ず提出願います。
２　実務経験証明書は、原本を相模原市へ既に提出済みの場合は写し（事業所控えの写し）をLOGOフォームで提出してください。なお、今回の体制届で初めて提出する場合は、原本である必要があります。
３　児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所において兼務をしている職員についての資格要件を証明する書類は、放課後等デイサービスの添付を省略して良いこととします。


